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特別定額給付金の申請・給付状況
今後の特別定額給付金事務

～申請書返戻分・未申請分への対応～

新型コロナウイルス感染症特別定額給付金

令和２年６月１９日



現在の給付状況

累計給付件数【世帯】 給付率【世帯】

９４．９７％１２０，６７９件

累計給付件数【人口】 給付率【人口】

２６７，８３２人 ９６．６２％

６月１９日時点

特別定額給付金は、６月１９日（金）時点で

２６７億８，３２０万円の給付を完了



現在の申請状況

６月１８日時点

１２１，８３１件

累計申請件数 申請率

９５．８８％

残り 約４％（約５，０００件）

 「あて所に尋ねあたりません」などとして、市役所に返送され
届けられなかった申請書（当初６４６件－対応済３８３件）

今後、特別定額給付金等推進室が集中的に取り組む業務

 申請書は住民票の住所地へ送達されたものの未申請
２６３件

約４，７００件



今後の主な業務① 申請書返戻分への対応

返戻申請書件数
（市役所に返送され届けられなかった申請書数） ６４６件

申請書発送日以降の住所移転などを
追跡・調査し、３８３件の送達完了

残り２６３件の返戻申請書については……

☑ ６月１５日に再度住民票の住所地へお知らせを発送
（１回目）

☑ ６月下旬に住民票の住所地の現地確認を実施
☑ ７月下旬に再度住民票の住所地へお知らせを発送
（２回目） ※申請締切日：８月１２日（水）



今後の主な業務② 未申請分への対応

６４６通未申請件数
（申請書は送達されたものの未申請） 約４，７００件

未申請分については……

未申請の方の中には

☑ 引き続き、広報津やホームページ、テレビ等で周知
☑ ６月下旬と７月下旬の２回、郵送による呼びかけを実施

●今後申請を行う予定の方
●辞退のため申請されない方

●単身世帯で施設へ入所されている方

●単身世帯で病院に入院されている方

などがみえると考えられます

●申請をお忘れの方

一人でも多くの方に
特別定額給付金を給付できるよう、
このような事情をお持ちの方は
ご連絡ください！
また、そういった方をご存知の方は
ご協力ください！！



給付金の申請締切日

新型コロナウイルス感染症
特別定額給付金等推進室 給付金専用相談窓口

０５９－２２９－３５７４

給付金の申請締切日： 令和２年８月１２日（水）
※郵送申請の場合は、締切日当日の消印有効

申請締切日を超えると受付ができません

申請書がお手元に届いていない方、
申請書の再発行を希望される方、

また、申請できずにお困りの方について
ご存じの方は、コールセンターへご連絡ください



令和２年６月１９日

介護予防事業を７月から再開



地域ささえあい通所支援

介護予防・生活支援サービス事業

対象者：６５歳以上のすべての人

対象者：要支援１・２の人もしくは基本チェックリストによる事業対象者

元気アップ教室 認知症予防教室 転倒予防教室

津市ふれあい・いきいきサロン

地域住民などの多様な担い手により、介護予防・フレイル予防などを総合的に提供
地域のささえあいの体制づくりの推進

津市の介護予防事業とは

要支援・要介護の有無にかかわらず、介護予防を普及・啓発

地域住民が主体となり介護予防、フレイル予防の取り組み

認知機能アップ教室

介

護

保

険

制

度

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

介護予防事業は、介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業に位置付けられ、
要介護状態等の軽減、または悪化防止を図り、高齢者がいきいきと暮らすことを目的としています

介護予防通所型ｻｰﾋﾞｽ 生活支援通所ｻｰﾋﾞｽ 短期集中専門通所サービス

地域ささえあい訪問支援介護予防訪問型ｻｰﾋﾞｽ 生活支援訪問ｻｰﾋﾞｽ 短期集中専門訪問サービス

高齢者食生活改善推進事業

地域リハビリテーション活動支援事業

理学療法士などの専門職が出向き、介護予防の取り組みを機能強化

一般介護予防事業

令和元年度 総利用者数
延べ約212,000人

令和元年度
利用者数

延べ約84,000人

令和元年度
利用者数

延べ約128,000人



全国に緊急事態宣言の発令４月１６日

新型コロナウイルス感染症に伴う介護予防事業のこれまでの経緯

５月１４日 ８都道府県を除く３９県の緊急事態宣言が解除

新型コロナウイルス感染症の拡大懸念 令和２年３月２日～
感染予防のため多くの
介護予防事業を中止

広報５月１日号
に合わせ、自宅ででき
る「元気アップ運動」の
チラシを全戸配布

長引く自粛により、高齢者の身体機能・
活動意欲低下が懸念

外出の機会が
減り、体力の
落ちることが
心配

高齢者の健康維持に
必要な活動の機会が
確保されていない

５月１５日 新型コロナウイルス感染拡大防止
に向けた『三重県指針』発表

🔻

「新しい生活様式」の実践
人との接触を８割減ら
す、10のポイント

７都府県に緊急事態宣言の発令令和２年４月７日



現在中止している介護予防事業

「元気アップ運動」を通して、

介護予防をバランスよく学びます
元気アップ教室

脳トレーニングや運動レクリエーショ

ンにより認知症予防に取り組みます

認知症予防教室
転倒予防教室

津市ふれあい・
いきいきサロン

地域ささえあい
通所支援

認知機能アップ
教室

体操や講話等で認知症予防や転

ばないからだづくりに取り組みます

介護予防及び自立支援を目的とし

た住民主体の通い・憩いの場です
４団体

誰もが楽しく気軽に参加できる

「地域の居場所」です
４０１団体

５事業者

12事業者

令和元年度 利用者数
延べ約129,000人

地域リハビリテーション
活動支援事業

通いの場が継続または拡大でき

るよう専門職がサポート
３事業者

高齢者食生活
改善推進事業

食生活改善における必要な知識

や調理に関する教室等の開催
１団体

11事業者



全国で緊急事態宣言が解除令和２年５月２５日

介護予防事業再開への今後の方向性

移動自粛やイベント開催の基準を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動引き上げ

介護予防事業再開に向けて必要なもの

５月２６日 『三重県指針』ver.2 ～県民の皆様へ 命と健康を守るために～ 発表

活動への意識の高まり
このままでは、
体が弱って
しまう

●適切な感染防止体制の確保
●安心して事業を実施できる環境の整備
●円滑に事業を再開できるよう調整

事業者

早くみんなに
会いたい

元気アップ教室ふれあい・いきいき
サロン

サロン団体等
アプローチ
実施

再開準備
検討



介護予防事業再開に向けた取り組み①

◆ 再開に向け、サロン団体等・事業者に対して注意すべき点を説明

・換気と室内温度を考慮し、定期的に窓の開放を行う
・収容定員の半分以下の参加人数
・共用の体力測定機器等は適宜消毒 など

元気アップ教室 認知機能アップ教室 認知症予防教室
転倒予防教室 高齢者食生活改善推進事業

事業者へ説明済

サロンリーダー等に説明、現在１４６団体が準備完了

津市ふれあい・いきいきサロン 地域ささえあい通所支援

・人と人との十分な間隔を確保
・人との接触や歌唱・大声での発声を伴うプログラムを控える
・茶菓は個別包装とする など

地域リハビリテーション活動支援事業



介護予防事業再開に向けた取り組み②
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「チェックリスト」により確認

地域リハビリテーション活動支援事業
津市ふれあい・いきいきサロン
地域ささえあい通所支援

元気アップ教室 認知機能アップ教室
認知症予防教室 転倒予防教室
高齢者食生活改善推進事業



介護予防事業再開の時期

令和２年９月から再開令和２年７月から再開

◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「チェックリスト」により確認

元気アップ教室・認知機能アップ教室
認知症予防教室・転倒予防教室

高齢者食生活改善推進事業

「感染リスクの低減」と「早期の事業再開」を両立

◆ 再開に向け、サロン団体等・事業者に対して注意すべき点を説明

介護予防事業再開への取り組み

津市ふれあい・いきいきサロン

地域ささえあい通所支援
地域リハビリテーション活動支援事業

令和２年７月から
準備が整ったサロン等より再開



いきいきと元気に暮らす地域づくり
介護予防事業を再開！

津市健康福祉部地域包括ケア推進室
〒514-8611 津市西丸之内23番１号
電話番号 059-229-3294
ファクス 059-229-3334
E-Mail 229-3294@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先

問い合わせ先



津市の高齢者フレイル対策を本格始動

～新しい生活様式に配慮した展開～

令和２年６月１９日



フレイルとは

健康な状態
フレイル（虚弱）

健康な状態に回復する可能性が
高く可逆性がある

資料：Chiang法による平均寿命とSullivan法による健康寿命（平成29年）

介護が
必要な状態

フレイルの兆しに早く気づくための
意識改革が重要！

・食欲がない
・孤食
・筋力の低下
・転びやすい

・硬いものが噛みにくい
・外出するのが億劫になってきた
・多くの病気を抱えている

健康寿命 を延ばすためにもフレイル対策が必要
※

※ 平均寿命から介護が必要な状態の期間を差し引いた期間

フレイルとは、加齢に伴う筋力や身体活動などの
低下による要介護状態に至る前段階のことをいう



●三重県高齢者医療制度特別対策補助金を活用し、
美杉地域を中心に、「栄養パトロール事業」を実施

●個別栄養支援(訪問、通いの場)や地域栄養ケア会議
などで、地域住民の栄養課題の解決に取り組む

平成27年度

平成29年度

平成30年度

●実施地域を拡大し、元気づくり教室で栄養パトロール
を実施（市単）

●引き続き個別栄養支援や地域栄養ケア会議などで、
地域住民の栄養課題の解決に取り組み、高齢者の
低栄養防止・重症化予防（フレイル予防）を推進

令和元年度
●三重県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療

制度事業補助金を活用し、これまでの取り組みと市街
地（新町地区）での取り組みをモデル事業として実施

これまでの取り組み
後期高齢者の低栄養防止・重症化予防を目的とした栄養パトロールを実施

この津市の栄養パトロール事業が、国が考える
保健事業と介護予防の一体的実施の次年度の
モデル事業として採択

年度 総事業費 補助金 ※

Ｈ27 812,650円 812,650円

Ｈ28 2,684,244円 2,126,713円

Ｈ29 2,591,991円 1,814,394円

Ｈ30 997,864円 -

Ｒ元 1,829,731円 1,783,000円

※Ｈ２７ ：長寿・健康増進事業補助金

Ｈ２８～：後期高齢者医療制度事業補助金

～



【保険医療助成課】

後期高齢者医療広域連合と
連携し、保健事業を実施
KDBシステム等を活用

【健康づくり課】

健康課題の分析に応じて、
通いの場に出向くポピュレー
ションアプローチ、訪問等によ
るハイリスクアプローチを実施

【地域包括ケア推進室】

身近にできる介護予防とサロン活動
や生活支援コーディネーターの活動
を通じて地域の支え合い活動を推進

【介護保険課】

介護保険の利用状況などの
データの提供と分析

令和２年度の推進体制

高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な
実施に向けて連携

企画・調整担当する医療専門職
（保健師：課長級）を配置



ネットワークの構築

受診

医療の提供、
健診受診を勧める

令和２年度の取り組み

在宅高齢者

薬局歯科医院

診療所・病院

ＫＤＢシステム（健診、医療、介護データ）の集積

※２ 保健師等が訪問し、栄養
パトロールチェック、保健指導、
継続支援、必要に応じて医療・

介護へ繋げる

地域包括支援センター住民
民生児童委員
自治会、老人クラブ
ボランティア等

声掛け、見守り

保険医療助成課
健康づくり課
介護保険課
地域包括ケア推進室

津市

イベント等での健
診質問票によるフ
レイルチェック、フレ
イル予防啓発、健
診の受診勧奨

地域の集まりの場
サロン、元気づくり教室

※２ 保健師等が集まり
の場へ出向き、栄養パト
ロールチェック、フレイル
予防・生活習慣病予防を

一体的に実施

※１ 健診結果データとは、
後期高齢者健康診査、津
市国民健康保険特定健康
診査結果のこと

ハイリスク者の抽出地域の健康課題分析
重点地域の設定

※1 健診結果データ

企画・調整
医療専門職

健診の受診勧奨
集まりの場への参加勧奨

集まりの場へ参加

自宅へ訪問

三重県後期高齢者

医療広域連合

津市と連携
津市へ委託

経費は広域連合が交付

医療

レセ

健診

質問票

介護

レセ

要介護

認定

健診の受診勧奨
集まりの場への参加勧奨

事業内容全体への助言
健診の受診勧奨

集まりの場への参加勧奨

社会福祉協議会

地域ぐるみで健康寿命を延ばす取り組みを進めていきます

津市と連携
医療費分析支援、

三重県国民健康保険

団体連合会

※２ 保健師等とは、保健師、
管理栄養士、歯科衛生士の
医療専門職のこと

当初予算 8,967千円
三重県後期高齢者医療広域連合交付金 10/10

※参考：県内３市（津市・桑名市・名張市）が受託



新型コロナウイルス感染症の
感染拡大

自宅へ訪問

地域の集まりの場

サロン、元気づくり教室

集まりの場へ参加

先の見えない自粛生活に対する高齢者の身体機能・
活動意欲低下（フレイル状態）が加速しやすい

５月１４日 ８都道府県を除く３９県の緊急事態宣言が解除
○ケーブルテレビでストレッチ、

体操の放映
○昨年度からの訪問対象者に

支援レター送付
○広報６月１日・１６日合併号

にフレイル予防の啓発記事を
掲載

全国に緊急事態宣言の発令

５月２５日 全国で緊急事態宣言が解除

５月２６日 『三重県指針Ver．２』～県民の皆様へ命と健康を守るために～発表

○ハイリスクアプローチ（対象者の選定・訪問準備） ○ 医療専門職の人材育成研修会開催準備
○ポピュレーションアプローチ（元気づくり教室開催準備検討）

令和２年４月７日

在宅高齢者

「新しい生活様式」の実践

保険医療助成課
健康づくり課
介護保険課
地域包括ケア推進室

津市７都府県に緊急事態宣言の発令

４月８日 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏
まえた高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に
おける対応について（通知）

５月１５日

感染予防のため
元気づくり教室

を延期
住民
民生児童委員
自治会、老人クラブ
ボランティア等

声掛け、見守り

新型コロナウイルス感染症の影響

４月１６日

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた『三重県指針』発表

※１

医療専門職；管理栄養士・歯科衛生士・保健師等※１
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ハイリスク
アプローチ

対象となる人を
健診結果等の
データから抽出

①地域の集まりの場へ出向き
フレイルチェック・健康教育・健康相談

・元気づくり教室（出前教室） （津市全域対象）
・栄養パトロール （サロン対象者の個別健康相談）

②フレイル予防講演会
関係団体、関係職種の方等対象

①低栄養・フレイル予防
訪問等で個別継続支援 （津市全域対象） ７０名

②糖尿病性腎症重症化予防
事業参加者の継続支援 （75歳対象） 3名程度予定

(コロナウイルス感染状況に応じ、電話等での支援）

新しい生活様式に配慮した展開を始動

６月２９日
以降通知

８月より
保健指導

通知済み

８月より
保健指導

７月より

令和３年１月
（予定）

ポピュレーション
アプローチ



フレイル予防で
いつまでも元気に過ごそう！

津市健康福祉部保険医療助成課
〒514-8611 津市西丸之内23番１号

電話番号 059-229-3317
ファクス 059-229-5001
E-Mail 229-3159@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先

問い合わせ先



令和２年６月１９日

津市新町会館を供用開始

令和２年７月１日から



②施設概要・位置図

所在地 津市新町三丁目４番２３号 （新築移転）

敷地面積 ３，３６９㎡

事業費（概算）

建築面積 ７０８㎡（鉄骨造、平屋建）

延床面積 ６５１㎡（駐輪場含まず）

２億８,０００万円 津市新町会館 写真

・ 測量・調査費

・設計業務費
・外構等工事費
・本体工事費

内 訳 財 源

合併特例事業債

２億５,３１０万円
移転

７１３万円
１,９２１万円

３,６４２万円
２億１,７０５万円

県立津高等学校

新町小学校



整備の経緯①

昭和４７年

新町地区自治会連合会ほか８団体から同地区の集会施
設不足を補うコミュニティ機能と谷川士清等の顕彰機能を
併せ持った複合施設整備についての要望書が提出される

平成２４年１２月

（仮称）津こども園（現津みどりの森こども園）整備計画に
伴い、津市立新町幼稚園の用途廃止が決定し、幼稚園
跡地へ新町会館を移転する計画が発足

こども園整備計画と合わせて津市全員協議会へ報告

平成２８年２月

津地域（旧津市）としては、初の新築（老朽化による建替）
による会館のリニューアルオープン



整備の経緯②

施設規模・機能、関連工事などの事業計画に
ついて、第８回津市公共施設等総合管理計画
推進会議で承認され、整備を開始する

平成２９年８月

趣味や会合などの
地域活動を促進する
「地域コミュニティ機能」

谷川士清等の
歴史資料を展示する

「文化顕彰機能」

育児教室等を行う

「子育て支援機能」

公民館の
出前講座による

「生涯学習機能」

新町消防団の
車庫等を併設した

「消防団機能」

機能の集約・複合化
をコンセプトに



整備の経緯③

旧津市立新町幼稚園の解体平成３０年８月～１２月

令和元年７月～令和２年３月 新町会館本体建設工事

令和元年１１月～令和２年３月 南側道路の拡幅工事

令和２年２月～６月 新町会館の駐車場、外構工事

令和２年７月１日 新町会館供用開始

平成３０年７月～平成３１年２月 新町会館本体工事実施設計

平成３０年５月～平成３１年７月 地質調査



施設内レイアウト及び機能

学習室
（通称、士清教室）
文化顕彰機能として谷川
士清や新町の歴史的資
料を展示ケースや壁に展
示し学習ルームとして活
用
歴史講座などを開催

実習室
調理実習
などができ
る実習台
３台配置

和室（１２畳）
消防団詰所としても利用

キッズルーム
子育て世代の親子教室
や高齢者の介護予防教
室にも使用

研修室２
ダンスなどで使用する壁
面鏡や卓球など軽スポー
ツに使用

研修室１
跳ね上げ式舞台や音響
設備を設置
研修室２と一体的に使
用可能

実習室

学習室
（通称：士清教室）

キッズルーム和室（１２畳）

研修室１

研修室２



収容人
数(人)

面積
（㎡）

机
（脚）

椅子
（脚）

設 備

研修室１ ６０ ８２ ２０ ６０
跳ね上げ式ステージ、音響設備、スクリーン、プロジェ
クター、壁面鏡、ホワイトボード

研修室２ ６０ ８２ ２０ ６０ 壁面鏡、ホワイトボード

学習室
（士清教室）

３０ ４２ １０ ３０
谷川士清等資料展示、音響設備、スクリーン、プロ
ジェクター、ホワイトボード

キッズルーム ２０ ３２ ２ ４ クッション性マット

和室 ２０ ２０ ５ ― 座卓５台、座布団２０枚

実習室 ２０ ５７ ― ２０ 実習台（コンロ付）３台、ガスオーブン２台

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ ― ５０ ３ １２ サロン用円卓、サロン用椅子

消防団車庫 ― ３６ ― ― 新町消防団の消火車両

施設設備等

・４６台分（車いす使用者用２区画を含む）
・駐車場西側に健康器具を設置

駐車場

※当面の間、収容人数の半数以下でのご利用をお願いし、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めます。 健康器具



使用時間、休館日、使用料等

使用
時間

９時００分～２１時３０分
※要予約

休館日
毎週月曜日、祝・休日
１２月２８日～１月４日

施設
管理

新町地区自治会
連合会に管理を委託

使用料
時間区分

9：00～
12：30

13：00～
17：00

18：00～
21：30

9：00～
21：30

研修室１ 1,250 1,250 1,570 3,240

研修室２ 1,250 1,250 1,570 3,240

学習室 830 830 1,150 2,200

ｷｯｽﾞﾙｰﾑ 830 830 1,150 2,200

和室 830 830 1,150 2,200

実習室 1,570 1,570 2,090 4,190

※冷暖房時の使用料については、この表に定める使用料の１０分の３の額を加算
（１０円未満切り捨て）

※減額規定あり

（単位：円）使用時間、休館日、施設管理

実習室

研修室２



オープニングセレモニー

令和２年６月２７日（土）１０時～１０時３０分
※オープニングセレモニーの後、内覧会を実施（11時～12時）

日時

津市新町会館
（津市新町三丁目４番２３号）場所
※晴天時：正面玄関前にてテープカット、雨天時：屋内で実施
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